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尾張北部医療圏保健医療計画（試案） 修正案たたき台 （数値データ更新・軽微な修正にかかるもの） （平成 22 年 7 月 30 日時点）  

 
頁 項目 変更前 変更後 変更理由 

平成 17年の各市町の人口、（  ）内は昭和 60年を 100とした人口増加指数 
(修正前) 

春日井市 295,795（115.0） 
小牧市  147,191（129.9） 
犬山市  74,286（108.1） 
江南市  99,053（109.6） 
岩倉市  47,925（112.7） 
大口町  21,603（125.3） 
扶桑町  31,539（117.0） 
圏 域  718,393（116.1） 
 
平成 21年の人口 (修正前)江南市 102,423 大口町22,479 
資料：あいちの人口（県 県民生活部統計課）  

 
(修正後) 

春日井市 295,802（115.1） 
小牧市  147,182（129.9） 
犬山市  74,294（108.1） 
江南市  99,055（107.6） 
岩倉市  47,926（112.7） 
大口町  21,602（125.3） 
扶桑町  32,535（117.0） 
圏 域  718,396（116.1） 
 
平成 21年の人口 (修正後)江南市100,423 大口町 22,477 
資料：あいちの人口（愛知県県民生活部）  

 
確定数値に置き換え 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
数値の訂正 
語句の修正 

３ 第 1章 
地域の概況 
 第 3節 人口及び人口動

態 
     表１－３－１ 
 

２ 人口構成 
 平成12年の国勢調査と平成21年の圏域内人口を年齢３区分で比較すると、
０歳から14歳までの年少人口は、108,048人（構成比15.4％）から110,889人
（構成比15.1％）と構成比はほぼ横ばいです。(表1-3-2) 
 15歳から64歳までの生産年齢人口では、499,789人（構成比71.4％）から47
2,489人（構成比64.5％）と構成比で 6.9ポイント下回っています。 
 また、同様の比較で、65歳以上の老年人口では、91,700人（構成比13.1％）
から146,419人（構成比20.0％）と構成比で6.9ポイント上回っています。 
 平成21年の圏域内人口と平成21年の県の人口を比較すると、圏域内人口は、
年少人口の構成比は、0.6ポイント多く、 生産年齢人口の構成比では0.7ポイ
ント下回り、老年人口の構成比では0.3ポイント上回っています。 

  このことは、圏域内の生産年齢人口の占める割合は県に比べ低く、圏域内の
昭和 60年以降の老年人口を見ると、高齢化が確実に進んでいます。  

２ 人口構成 
 平成17年の国勢調査と平成21年の当医療圏人口を年齢３区分で比較する
と、0歳から14歳までの年少人口は、108,998人（構成比15.2％）から110,889
人（構成比15.1％）と構成比はほぼ横ばいです。(表1-3-2) 
 15歳から64歳までの生産年齢人口では、487,542人（構成比67.8％）から47
2,489人（構成比64.5％）と構成比で 3.3ポイント下回っています。 
 また、同様の比較で、65歳以上の老年人口では、119,213人（構成比16.6％）
から146,419人（構成比20.0％）と構成比で3.4ポイント上回っています。 
 平成21年の当医療圏の人口と平成21年の県の人口を比較すると、当医療圏
の人口は、年少人口の構成比は、0.6ポイント多く、 生産年齢人口の構成比で
は0.7ポイント下回り、老年人口の構成比では0.3ポイント上回っています。 

  このことから、当医療圏は、生産年齢人口の占める割合が県に比べ低く、高
齢化も確実に進んでいることが分かります。  

前回の医療計画と同様に、5
年前の数値(平成 17 年)との
比較に改める。 
 
確定数値に置き換え 
 
 
表現の修正 

６ 第 4節 保健･医療 
施設 

…、289ヶ所に薬局が設置されています。…。 
診療所数は一般診療所が451施設、歯科診療所は334施設となっています。 

…、279ヶ所に薬局が設置されています。…。 
診療所数は一般診療所が450施設、歯科診療所は336施設となっています。 

引用データの更新 

表１－４－１ 表1-4-1 保健所等施設数           (平成２１年３月３１日現在） 

区 分 保 健 所 
市町保健センタ

ー等 
助 産 所 薬   局 

春 日 井 市 1 2 5 112 
小 牧 市   ＊ 1 1 1 53 
犬 山 市 ― 2 4 29 
江 南 市 1 1 2 45 
岩 倉 市 ― 1 ― 15 
大 口 町 ― 1 2 7 
扶 桑 町 ― 1 2 17 
圏 域 計 3 9 16 278 
資料：保健所調べ 
注  ：＊印は、保健分室 

表1-4-1 保健所等施設数           (平成２２年３月３１日現在） 

区 分 保 健 所 
市町保健センタ

ー等 
助 産 所 薬   局 

春 日 井 市 1 2 7 110 
小 牧 市   ＊ 1 1 1 57 
犬 山 市 ― 2 3 30 
江 南 市 1 1 3 45 
岩 倉 市 ― 1 ― 14 
大 口 町 ― 1 1 7 
扶 桑 町 ― 1 1 16 
医 療 圏 計 3 9 16 279 
資料：保健所調べ 
注  ：＊印は、保健分室 

引用データの更新 
 
語句の修正 

７ 

  表１－４－２ 表中の区分欄  圏域計 
資料：保健所調  

表中の区分欄  医療圏計 
資料：病院名簿（愛知県健康福祉部）  

語句の修正 
出典の記載 

H22.7.30 差し替え 
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表１－４－３ 表中の区分欄  圏域計 
資料：保健所調 
注  ：一般診療所には保健所及び市町保健センター等を含む。 

表中の区分欄  医療圏計 
資料：病院名簿（愛知県健康福祉部） 
注  ：一般診療所には保健所及び市町保健センター等を含む。 

語句の修正 
出典の記載 

第 2章 
機能を考慮した医
療提供施設の整備
目標 
第 1節 がん対策 
 １ がんの患者数 
   等 

○ 当圏域の悪性新生物による死亡者数（人口10万対死亡率）は平成14年が1,318人（18
5.7）、平成17年は1,485人（206.7）、平成20年は1,648人( 225.4 )（＊愛知県平成20
年17,043人（236.6 ））と増加傾向にあり、平成20年の総死亡の約30.8％を占めてい
ます。（表2-1-1） 

○ 当医療圏の悪性新生物による死亡者数（人口10万対死亡率）は、平成17年は1,487人
（207.0）、平成20年は1,648人( 225.4 )（＊愛知県平成20年17,049人（236.7））と
増加傾向にあり、平成20年の総死亡の約30.8％を占めています。（表2-1-1） 

平成 17 年からの記載とす
る。 
語句の修正 
 
確定数値に置き換え 

２ 医療提供体制 ○ 当圏域内の病院では、多くの部位のがんに対して手術や抗がん剤を用いた化
学療法や放射線療法を行っております。（表2-1-5  ）

    また、外来において化学療法を受けられる病院が8施設あります。（表2-1-6）
※（愛知県医療機能情報公表システム（平成21年度調査）） 

○ 当医療圏の病院では、多くの部位のがんに対して手術や抗がん剤を用いた化
学療法や放射線療法を行っております。（表2-1-5） 

    また、外来において化学療法を受けられる病院が7施設あります。（表2-1-6） 
※（愛知県医療機能情報公表システム（平成22年度調査）） 

語句の修正 
 
引用データの更新 

９ 
 

３ がん診療連携
拠点病院 

○ 地域におけるがん診療の連携を推進し、我が国に多いがん（肺がん、胃がん、
大腸がん、肝がん、乳がん等）について、質の高いがん医療レベルの均一化を
図るため、平成13年度に地域がん診療拠点病院の指定制度が創設され、平成17
年1月からは小牧市民病院が指定されています。 

○ 地域におけるがん診療の連携を推進し、我が国に多いがん（肺がん、胃がん、
大腸がん、肝がん、乳がん等）について、質の高いがん医療レベルの均一化を
図るため、平成13年度に地域がん診療連携拠点病院の指定制度が創設され、平
成17年1月からは小牧市民病院が指定されています。 

語句の修正 

４ 医療連携体制 ○ 当圏域でがんに関する地域連携クリティカルパスを作成している施設は、小
牧市民病院と春日井市民病院の2施設となっています。 
  （平成20年10月1日現在） 

○ 当医療圏でがんに関する地域連携クリティカルパスを作成している施設は、
小牧市民病院と春日井市民病院の2施設となっています。 
  （平成 21年 9月末現在） 

語句の修正 
 
時点の修正 

５ 緩和ケア等 ○ 悪性新生物患者に対する医療用麻薬によるがん疼痛治療等を行っている病院
は12施設あります。 

○ 悪性新生物患者に対する医療用麻薬によるがん疼痛治療等を行っている病院
は 12施設あります。（表 2-1-6）  

引用データの更新 

10 

６ がん登録の推 
  進 

○ 当圏域では、悪性新生物患者（がん）登録に届出実績のある医療機関は6病院、
11診療所があります。 

○ 当医療圏では、悪性新生物患者（がん）登録に届出実績のある医療機関は 6
病院、11診療所があります。（平成 20,21年度時実績）  

語句の修正 
時点の記載 

11  表２－１－１ 表2-1-1 悪性新生物死亡数                (人) 
 
 

春日井保健所管内 
(春日井市・小牧市) 

平成14年度  786(179.7) 
平成15年度  822(186.5) 
平成16年度  849(191.4) 
平成17年度  897(202.5)  

平成18年度  890(199.7)  

平成19年度  882(196.5) 
平成20年度  968(214.4) 

 
江南保健所管轄内  
(犬山市・江南市・ 

岩倉市・大口町・扶桑町) 

 
計 

 
532(195.5) 1,318(185.7) 
552(201.8) 1,374(192.4) 
626(227.9) 1,475(205.3) 
588(213.5)  1,485(206.7)  

577(208.7) 1,467(203.1)  

629(226.1) 1,511(207.8) 
680(243.0) 1,648(225.4) 

 （  ）は人口10万対死亡率 

表 2-1-1 悪性新生物死亡                 （人） 
 
 

春日井保健所管内 
(春日井市・小牧市) 

平成17年  898(202.7)  

平成18年  876(196.5)  

平成19年  882(196.5) 
平成20年  968(214.4) 

 
江南保健所管轄内  
(犬山市・江南市・ 

岩倉市・大口町・扶桑町) 

 
計 

 
589(213.9)  1,487(207.0)  

577(208.7) 1,453(201.2)  

629(226.1) 1,511(207.8) 
680(243.0) 1,648(225.4) 

資料：愛知県衛生年報 （  ）は人口 10 万対死亡率 
 
 
 
 
 
 
 

表の記載を平成17年以降と
する。 
 
年度を年に訂正 
 
確定数値に置き換え 
 
出典の記載 
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 表２－１－２ 表2-1-2 各医療圏から尾張北部医療圏に入院しているがん患者の状況 
西三 
南部 
－ 

 

表 2-1-2 各医療圏から尾張北部医療圏に入院しているがん患者の状況 
西三 
南部 
① ②
－ － 

西三河南部医療圏を２つに
分割することから、表も２
つに分けて記載する（県計
画と合わせる）。 

 表２－１－３ 表2-1-3 尾張北部医療圏から各医療圏に入院しているがん患者の状況 
西三 
南部 
－ 

 

表 2-1-3 尾張北部医療圏から各医療圏に入院しているがん患者の状況 
西三 
南部 
① ②
ー 1  

西三河南部医療圏を２つに
分割することから、表も２
つに分けて記載する（県計
画と合わせる）。 

表２－１－４ 表2-1-4 ２次医療圏における現況  ―悪性腫瘍の手術機能― 
 
区分 

 
手術症例の少ない機能 

部 位

  

 

 

医療圏 

 
 
がん診療拠
点病院 
 
 

連携機能を有す
る病院の現況 
（５つのがんにつ
いて年間手術件数
が１５０件以上の
病院） 

 

舌 
 

咽 
 
頭 

甲
状
腺 

食 
 
道 

胆 
 
道 

膵
 
臓 

卵 
 
巣 

骨
髄
移
植

春日井市民病院 ○    
◎
 

○ ◎ ◎  

小牧市民病院 ○  ○ ◎ ○ ○ ○  ◎ ○ 

 
 
 
尾張北
部 

 
 
小牧市民病
院 

厚生連江南厚生 ○
病院  

 ○ ○ ○ 
◎
 

○ ◎ 

資料 療機能情報公表システム（平成21: 愛知県医 年度調査） 
場合を◎とし

ています。

   該当する部位の年間手術件数が1から9件までの場合を○、10件以上の
 

表2-1-4 ２次医療圏における現況  ―悪性腫瘍の手術機能― 
 
区分 

 
手術症例の少ない機能 

部 位

  

 

 

医療圏 

 
 
地域がん診療連
携拠点病院 
 
 

連携機能を有す
る病院の現況 
（５つのがんにつ
いて年間手術件数
が１５０件以上の
病院） 

口 
 

腔 
 

咽 
 
頭 

甲
状
腺 

食 
 
道 

胆 
 
道 

膵 
 
臓 

卵 
 
巣 

骨
髄
移
植 

春日井市民病院    
○
 

○ ◎ ◎  

小牧市民病院  ○ ◎ ○ ○ ◎  ◎ ○ 

 
 
 
尾張北

市民病
院 

部 
厚生連江南厚生   ○

 
 
小牧

病院 
 ○ ○ 

○
 

○ ◎ 

資料: 愛知県医療機能情報公表システム（平成22年度調査） 
   該当する部位の年間手術件数が 1 から 9 件までの場合を○、10 件以上の場合を◎

ますとしてい 。 

引用データの更新 
 
語句の修正 
 
舌がんを口腔がんとするこ
とによる修正(枠内は判明し
てから記載) 

12 表２－１－５ 表 -1-5 がんの 位 、 放 施病院数 
 

 

2 部 別手術等 化学療法、 射線療法実

部 位 胃 
 腸

大
 

 

乳
腺 
 

肺 
 宮

子
 

 

肝
臓 
 

舌 
 頭

咽
 

 

甲
状
腺 

手 術 等 5  7        3 3 3 3 - - 3  

化学療法 
 

8 
 

8 
 

7 
 

5 
 

4 
 

7 
 

3 
 

3 
 

3 
 

放射線療法 1 - 3 3 3 - 3 3 2 

 
 
食
道 
 

胆
道 
 

膵 
 

腎 
 

膀
胱 
 

前

腺
立
 

卵
巣 
 

皮
膚 

皮
膚
移

表  がんの 位 、 放 法実施病院数 
 

 

2-1-5 部 別手術等 化学療法、 射線療

部 位 胃 
 腸

大
 

 

乳
腺 
 

肺 
 宮

子
 

 

肝
臓 
 

舌 
 頭

咽
 

 

甲
状
腺 

手 術 等 6  6        3 3 3 3 - - 1  

化学療法 
 

7 
 

7 
 

6 
 

5 
 

4 
 

7 
 

3 
 

3 
 

3 
 

放射線療法 1 - 3 3 3 - 3 3 2 

 
 
食
道 
 

胆
道 
 

膵 
 

腎 
 

膀
胱 
 

前

腺
立
 

卵
巣 
 

皮
膚 

骨
髄
移

引用データの更新 

数値判明後記載します 
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植 植  

1  - 3  2 2  2  3  3 1 - - 2 2 4 3 2 3 1      

5 
 

7 
 

6 
 

5 
 

6 
 

5 
 
4 
 

3 
 

- 
 

5 
 

7 
 

6 
 

5 
 

6 
 

5 
 
4 
 

3 
 

- 
 

3 - 2 - - 2 2 - - 3 - 2 - - 2 2 - - 

  
 資料: 愛知県医療機能情報公表システム（平成21年度調査） 資料: 愛知県医療機能情報公表システム（平成22年度調査） 

※手術等については、平成 計上して21年度に 10件以上手術を実施した病院を   
います。  

12 表２－１－６ 表2-1-6 外来における化学療 実施病院数
      緩 和 ケ ア   

法・緩和ケア  
  

外来におけ 学療法 医療用麻薬 よるが
ん疼痛治療 

がんに伴 神症状
のケア 

る化 に う精

 
8  

 
12 

 
3  

表2-1-6 外来における化学療 実施病院数
     緩 和 ケ ア  
法・緩和ケア  

    

ん疼痛治療 
伴う精神症状

のケア 

外来における化学療法 医療用麻薬によるが がんに

7 12 3  

 

引用データの更新 
出典の記載 

資料：愛知県医療機能情報公表システム（平成 22 年度調査）
14 体系図の説明 

連携機能を有する病院」とは、がん診療連携拠点病院以外のがん専門病
○専門的医療 ○専門的医療 文言の修正 

…「 …「連携機能を有する病院」とは、がん診療連携拠点病院以外のがん専門病
21院をいい、平成 年度調査の愛知県医療機能情報公表システムにおいて、５大

がんの一年間の手術件数が 150件以上の病院です。 
、愛知県医療機能情報公表システムにおいて院をいい 、５大がんの一年間の手

術件数が 150件以上の病院です。 
（
○
現状） 
 当圏域の脳血管疾患による死亡者数（人口 10 万対死亡率）は平成 14 年が 535 人
（75.4）、平成 17年は578人（80.5）、平成 20年 560人(76.6)（＊愛知県平成 20年 6,006
人（83.4））となっており、平成 20 年の総死亡者数の約 10.5％を占めています。（表
2-2-1） 

（現状） 
○ 当医療圏の脳血管疾患による死亡者数（人口 10 万対死亡率）は、平成 17 年は576
人（80.2）、平成 20年 560人(76.6)（＊愛知県平成 20年 6,011人（83.5））となっており、

引用に
改める 

定数値に置き換え 平成 20年の総死亡者数の約 10.5％を占めています。（表 2-2-1） 

平成17年数値からの

 
確

第 2節 疾患対 
    策 
（１）脳卒中の患 

 者数 

 
域内

 脳卒中

（現状）
○ 当圏 での脳血管疾患医療の状況は、頭蓋内血腫除去術を7病院で100件行

2-

 
療圏

（現状）

ったことを始め脳動脈瘤根治術、脳血管内手術等が数多く行われています。（表
2-2） 

○ 当医 での脳血管疾患医療の状況は、頭蓋内血腫除去術を5病院で70件行

2-

語句の訂正 

引用データの更新 ったことを始め脳動脈瘤根治術、脳血管内手術等が数多く行われています。（表
2-2） 

 

15 
 

  制 
○ 脳卒中で地域連携クリティカルパスを導入している病院は、10 病院ありま

。 
○ 平成 21年度愛知県医療実態調査によると、

（現状） 出典の記載 （現状） （２）医療提供体
脳卒中で地域連携クリティカルパ

を導入している病 す。 院は、10病院ありまスす
16  表２－２－１ 表 -2-1 脳血管疾患死

 
 
 

 
(

2 亡数 表 -2-1 脳血管疾患
 
 
 

 
(  

2 死亡数 表の記載を平成17年以降と
る。 

度を年に訂正 

確定数値に置き換え 
 
出典の記載 

す
 春日井保健所管内

春日井市・小牧市) 
春日井保健所管内

平成14年度  304(69.5)  

平成15年度  338(76.7)  

平成16年度  338(76.2)  

平成17年度  330(74.5) 
平成18年度  331(74.3) 
平成19年度  37( .1) 3 75
平成20年度  310(68.7) 

 
 

(  
 江南保健所管轄内 

犬山市・江南市・ 計 

春日井市・小牧市) 年
 平成17年 330(74.5)  

平成18年  331(74.3) 
平成19年  (75337 .1) 
平成20年  (68.7) 310

  
 

(  
 

 

 

江南保健所管轄内 
犬山市・江南市・ 計 

岩倉市・大口町・扶桑町)
246(89.3) 576(80.2)  

234(84.6) 565(78.2) 

4／12 
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岩倉市・大口町・扶桑町)  
231(84.9) 535(75.4) 
251(91.7) 589(82.5) 
270(98.3) 608(84.6) 
248(90.0)  578(80.5)  

234(84.6) 565(78.2) 
282(101.4)  619(85.1)  

250(89.4) 560(76.6) 
（ ）内は人口 10
 

283(101.7)

 万対死亡率 

 620(85.2)  

250(89.4) 560(76.6) 
 資料：愛知県衛生年報  （  ）内は人口 10 万対死亡率 

表２－２－２ 表2-2-2 脳 状況血管疾患医療の  
脳血管領域 ついにおける実績に て 

 

頭蓋内血腫除去術 脳動脈瘤根治術 脳血管内手術 

 高度救命救

医療機関 

急 

数 7病院 ( 100 件 ) 6 病院 ( 76件 ) 6病院( 69件 ) 3 

 

資料：愛知医 1療機能情報公表システム（平成2 年度調査） 

表2-2-2 脳 状況血管疾患医療の  
脳血管領域 ついにおける実績に て 

 

頭蓋内血腫除去術 脳動脈瘤根治術 脳血管内手術 

 高度救命救

医療機関 

急 

数 5病院 ( 70 件 ) 5 病院 ( 108件 ) 3病院( 55件 ) 3 

 

資料：愛知医療機能情報公表システム（平成22年度調査） 

引用データの更新 

表２－２－３ 表 2-2-3 回 ー  
回復期 ﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病床を有する機関
復期リハビリテ ション実施状況

ﾘﾊﾋ  
 

入院ﾘﾊﾋ ﾃｰｼｮﾝ実施機関 ﾊﾋﾞ
ﾘﾃｰｼｮﾝ病床を有する医療機関以外） 

ﾞﾘ （回復期ﾘ

 
脳血管疾患等リハ
ビリテーション 

心大血管疾患リ
ハビリテーショ
ン  

等リハ
ビリテーション 

心大血管疾患リ
脳血管疾患

ハビリテーショ
ン  

施設数  8 -  9 -  

資料：平成21年度医療実態調査（愛知県健康福祉部） 

表 2-2-3 回  
回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮ 病床を有する医療

 

復期リハビリテーション実施状況

ﾝ
機関  

入院ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実 医療機関施 （回復期
ﾝ病床を有する医療機関以ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮ

外）  
脳血管疾患等リハビリテーション  脳血管疾患等リハビリテーション  

病院数  8 9 
資料：平成21年度医療実態調査（愛知県健康福祉部） 

心大血管疾患リハビリの欄
を削除 
 
施設数を病院数に修正 

16 

表２－２－４ 注：東海北陸厚生局に回復期リハビリテーション病棟の届出を行い、脳血管疾患等リ 注：東海北陸厚生局に回復期リハビリテーション病棟の届出を行い、脳血管疾患等リ
21 9ハビリテーション料を算定している病院 ハビリテーション料を算定している病院（平成 年 月末現在） 

時点の記載 

17 資表２－２－５ 料：保健所調べ 資料：保健所調べ（平成 22年 4月 1日現在）  時点の記載

第 節
急性心筋梗塞対策 
（１）心疾患の患者数 

3  ○ 当圏域の心疾患による死亡者数（人口10万対死亡率）は平成17年が711人（99.0）、
平成20年は820人（112.1）（＊愛知県平成20年8,416人（116.8））と増加傾向にあり、
平成20年の総死亡者数の約15.3 ％を占めています。（表2-3-1） 

○ 当医療圏の心疾患による死亡者数（人口10万対死亡率）は平成17年が813人（113.2）、
平成 20年は 820人（112.1）（＊愛知県平成 20年8,419人（116.9））となっており、平成
20年の総死亡者数の約14.8％を占めています。（表 2-3-1） 

平成 年数値からの引用に

 

17
改める。 
確定数値に置き換え

20 
 
 

 （２）医療提供体制 ○ １年間で心臓カテ－テル検査を実施した病院は6病院、冠動脈バイパス術は3
院、経皮的冠動脈 施した病院は5病 形成術（PTCA）を実 病院、経皮的冠動脈血栓

吸引術を実施した病院は3病院、経皮的冠動脈ステント留置術を行った病院は5
病院となっています。（表2-3-2） 

○ 平成 21 年度１年間で心臓カテ－テル検査を実施した病院は 6 病院、冠動脈バ
イパス術は 3 病院、 PTCA）を実施した病院は6経皮的冠動脈形成術（ 病院、経皮的
動脈血栓吸引術を冠 実施した病院は5病院、経皮的冠動脈ステント留置術を行った
院病 は6病院となっ

用データの更新 
てい -2） ます。（表 2-3

期間の記載 
 
引

21    表２－３－１ 表 患死亡  単位:人 
 

(  

2-3-1 心疾 数      
 
 

春日井保健所管内
春日井市・小牧市)

平成14年度  404( 92.4)  

平成15年度  403( 91.4)  

平成16年度  413( 93.1)  

平成17年度  492(111.1) 
平成18年度  437( 98.0) 
平成19年度  455(101.4) 
平成20年度  430( 95.2)  

表 2 患死亡数 単位：人 
 
 

 
(

-3-1 心疾        
春日井保健所管内
春日井市・小牧市) 

平成17年  4 29 (111.1) 
平成18年  437( 98.0) 
平成19年  455(101.4) 
平成20年  431( 95.5)  

資料：愛知県衛生年報  （  ）は人口 10 万対死亡率 

 

の記載を平成17年以降と

正 

確定数値に置き換え 
 
出典の記載 

 

表
する。 
 
年度を年に訂
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（  )内は
 

 
(  

 

 

 

人口10万対死亡率 

江南保健所管轄内 
犬山市・江南市・

岩倉市・大口町・扶桑町)
計 

275(101.0)  679( 95.7)  

305(111.5)  708( 99.1)  

298(108.5)  711( 99.0)  

309(112.2)  801(111.5)  

347(125.5) 784(108.6) 
339(121.8)  794(109.2)  

390(139.4)  820(112.1)  

 
 

 
(  

 

 

 

江南保健所管轄内 
犬山市・江南市・

岩倉市・大口町・扶桑町)
計 

321(116.6)  813(113.2)  

347(125.5) 784(108.6) 
341(122.6)  796(109.5)  

389(139.0)  0(112.1) 82 

表２－３－２  心疾患（循環器系領域)医療の現状 
テ
法

バ 冠
表2-3-2
心臓カ
ーテル
による諸
検査 

術（PTCA）

冠動脈
イパス術 

経皮的
動脈形成

 

経皮的冠 冠 命

機関 
動脈血栓
吸引術 ント留置

術 

経皮的
動脈ステ

高度救
救急医療

6病院 3病院 
（347件） 

5病院 
（941件） 

3病院 
（138件） 

5病院 
1,630（ 件） 

3病院 

資 療料：愛知県医 機能情報公表システム（平成21年度調査） 
 

 心疾患（循環器系領域)医療の現状 
テ
法

バ 冠
表2-3-2
心臓カ
ーテル
による諸
検査 

術（PTCA）

冠動脈
イパス術 

経皮的
動脈形成

 

経皮的冠 冠 命

機関 
動脈血栓
吸引術 ント留置

術 

経皮的
動脈ステ

高度救
救急医療

6病院 3病院 
（186件） 

6病院 
（1,052件） 

5病院 
（222件） 

6病院 
1,882（ 件） 

3病院 

資 療機能情報公表シ料：愛知県医 ステム（平成22年度調査） 

引用データの更新 21 
 

表２－３－３ 表2-3-3 心大血管疾患リハビリテーション実施病院 
市   町 病  院  名 
小 牧 市      （小牧市民病院） 
注：（ ）内は、回復期リハビリテーション病棟の届出は行っていないが、心大血管疾
患リハビリテーション料を算定している病院。 

資料：愛知県医療機能情報公表システム（平成21年度調査） 

表2-3-3 心大血管疾患リハビリテーション実施病院 
 市   町 病  院  名 

小 牧 市 （小牧市民病院） 

注：（ ）内は、回復期リハビリテーション病棟の届出は行っていないが、心大血管疾
患リハビリテーション料を算定している病院。 

資料：愛知県医療機能情報公表システム（平成22年度調査） 

引用データの更新 

第
 

１ 糖尿病の現状 
尿病は初期には自覚症状がほとんどないために、発見が遅れたり、治療中

4節 
糖尿病対策

（現状） 
○ 糖
断例が多くなっています。 

（課題） 
○ 糖尿病は初期には自覚症状がほとんどないために、発見が遅れたり、治療を
中断する例が多くなっています。 

表現の修正 

○ 愛知県医療機能情報公表システム（平成21年度調査）によると食事療法、運
動療法、自己血糖測定の糖尿病患者教育を実施している医療機関は15施設ありま
す。 

○ 愛知県医療機能情報公表システム（平成22年度調査）によると食事療法、運
動療法、自己血糖測定の糖尿病患者教育を実施している医療機関は14施設ありま
す。 

引用データの更新 

24 

２ 糖尿病医療の提
 

○ 県医療機能情報公表システム（平成21

供体制

 愛知 年度調査）によると、糖尿病専門
医が 01 施設に配置されています。 

○ 愛 医療機能情報公表システム（平成22知県 年度調査）によると、糖尿病専門
医が12施設に配置されています。 

引用データの更新 

   表２－４－１ 1 各医療圏から尾張北部医療圏への教育入院状況 表2-4-
西三 
南部 

1 
 

表 2  医療圏から尾張北部医療圏への教育入院状況 -4-1 各
西三 
南部 
① ②
1 0  

西三河南部医療圏を２つに
分割することから、表も２
つに分けて記載する（県計
画と合わせる）。 

25 

   表２－４－２ 2 尾張北部医療圏から各医療圏への教育入院状況 表2-4-
西三 
南部 

0 
 

表 2  張北部医療圏から各医療圏への教育入院状況 -4-2 尾
西三 
南部 
① ②
0 0  

医療圏を２つに
分割することから、表も２
西三河南部

つに分けて記載する（県計
画と合わせる）。 

28 第 章
救急医療・災害保健

表3-1-1 第１次救急医療体制           （平成21年12月1日現在3  ） 
 

表 3-1-1 第１次救急医療体制           （平成 22 年 4 月 1 日現在） 
 診療所の診療時

 
各休日急病
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医療対策 
   表 3－１－１ 

 
 

医  科 歯  科  

  区 分 
平日夜
間 

休日昼間 休日夜間 平日
夜間 

休日昼間 休日夜
間 

 春 日 井

市 

21:00 ～

23:30 
 春 日 井
市休日・

夜間急病

診療所 

 9:00～17:00 
春日井市休日・夜

間急病診療所、診

療所在宅当番医制  

18:00～21:00 
春日井市休日・夜間急病診療所 
17:00～21:00 
 在宅当番医制 

無 

9:00 ～

12:00 
春日井市

休日・夜間

急病診療

所 

 
 
無 
 
 

 
小 牧 市 

無 

 9:00～17:00 
小牧市休日急病

診療所、 
診療所在宅当番

医制  

無 無 

9:00 ～

12:00 
小牧市休

日急病診

療所 

無 

 
犬 山 市 

無 
 9:00～17:00 
 犬山市休日急病
診療所 

17:00～20:00 
在宅当番医制 無 

 9:30 ～

11:30  
在宅当番

無 

 

江 南 市 
無 

 9:00～17:00 
 江南市休日急病
診療所 

18:00～20:00 
在宅当番医制  

無 

9:00 ～

12:00 
江南市休

日急病診

療所 

無 

 

岩 倉 市 
無 

 9:00～17:00 
 岩倉市休日急病
診療所 

無 無 無 無 

 
大 口 町 

無 
 9:00～17:00 
 在宅当番医制 

  
無 無 無 無 

 
扶 桑 町 無 

 9:00～17:00 
 在宅当番医制 

 
無 

無 

9:30 ～

11:30  
在宅当番

医制 

無 

医  科 歯  科  

  区 分 
平日夜
間 

休日昼間   休日夜間※ 平 日
夜間 

  休  日 
昼 間 

  休日
夜間 

 春 日 井

市 

21:00 ～

23:30 
春日井市休

日・ 夜間

急病診療所

 9:00 ～ 12:00 
13:00～17:00 
春日井市休日・夜間

急病診療所、在宅

当番医制  

18:00～21:00 
春日井市休日・夜間急病診療所 
17:00～21:00 
 在宅当番医制 

無 

9:00 ～

12:00 
春日井市

休日・ 
夜間急病

診療所 

 
 
無 
 
 

 
小 牧 市 

無 

 9:00 ～ 12:00 
13:00～17:00 
小牧市休日急病

診療所、 
在宅当番医制  

無 無 

9:00 ～

12:00 
小牧市休

日急病診

療所 

無 

 
犬 山 市 無 

 9:00 ～ 12:00 
14:00～16:30 
 犬山市休日急病
診療所 

17:00～20:00 
在宅当番医制 

無 

 9:30 ～

11:30  
在宅当番

医制 

無 

 

江 南 市 
無 

 9:00 ～ 12:00 
14:00～19:00 
 江南市休日急病
診療所 

無  無 

9:00 ～

12:00 
江南市休

日急病診

療所 

無 

 

岩 倉 市 無 

 9:00 ～ 12:00 
13:00～17:00 
 岩倉市休日急病
診療所 

無 無 無 無 

 
大 口 町 

無 
 9:00 ～ 12:00 
14:00～17:00 
 在宅当番医制 

  
無 無 無 無 

 

扶 桑 町 無 

 9:00 ～ 12:00 
14:00～17:00 
 在宅当番医制 

 
無 

無 

9:30 ～

11:30  
在宅当番

医制 

無 

間の修正 
 
時点の修正 

語句の修正（在宅当番医制
に統一） 
 
 

 

30 図３－１－① 救急医療施設  救急医療施設（平成 22年 6月 1日現在）  時点の記載 
38 （現状） 

○ 当圏域での出生数は（出生率人口1,000人対）平成14年が7,645人 
（10.7）、平成16年は7,342人(10.2)、平成18年は7,264人(10.1)、平成 
20年は 7,207人(9.9)（＊愛知県平成20年71,029人(9.9)）となっており、年々減
少傾向が続いています。（表4-1-1）  

（現状） 
○ 当医療圏での出生数（括弧内は出生率人口 1,000人対）は、平成 17年（6,872
人（9.6））から平成 18 年（7,264 人（10.1））にかけては増加しましたが、平成
20 年は 7,125 人(9.7)（＊愛知県平成 20年 71,029人(9.9)）となっており、平成 18
年以降は減少傾向が続いています。（表 4-1）  

 
平成17年からの比較とした
 
確定数値に置き換え 
 

 

第 4章 
周産期医療対策 

1 母子保健関係指標
の状況 

（現状） 
○ ハイリスク妊娠及び周産期異常の疑いがある患者については2次、3次の医療
機関で対応しています。  

 
（削除） 
 

指標の説明であるため削除
する。 
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   表４－１－１ 

表4-1-1 出生数               （単位：人） 
 
 
 

春日井保健所管内 
(春日井市・小牧市) 

表 4-1 出生数                   （単位：人） 
 
 
 

春日井保健所管内 
(春日井市・小牧市) 

表の記載を平成17年以降と
する。 
 
表番号の訂正 
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平成14年  4,949   (11.3)  

平成15年  4,598   (10.4)  

平成16年  4,651   (10.5)  

平成17年     4,370   ( 9.9)  

平成18年     4,665   (10.5) 
平成19年     4,600   (10.2) 
平成20年 4,551   (10.1) 

注：（ ）内の数字は出生数、出生率は人口千対 
 

江南保健所管轄内  
(犬山市・江南市・ 

岩倉市・大口町・扶桑町) 

 
計 

 
2,696  ( 9.9)  7,645 (10.7)  

2,745  (10.0)  7,343 (10.3)  

2,691  ( 9.8)  7,342 (10.2)  

2,504  ( 9.1) 6,874 ( 9.6)  

2,599  ( 9.4) 7,264 (10.1) 
2,710  ( 9.7)  7,310 (10.1)  

2,656  ( 9.5)  7,207 ( 9.9)   

 
平成17年     4,368 ( 9.9) 
平成18年     4,665 (10.5) 
平成19年     4,600 (10.2) 
平成20年 4,551 (10.1) 

資料：愛知県衛生年報 注：（ ）内の数字は出生率、出生率は人口千対 
  

江南保健所管轄内  
(犬山市・江南市・ 

岩倉市・大口町・扶桑町) 

 
計 

 
2,504  ( 9.1) 6,872 ( 9.6) 
2,599  ( 9.4) 7,264 (10.1) 
2,653  ( 9.5)  7,253 (10.0)  

2,574  ( 9.2)  7,125 ( 9.7)   

 
確定数値に置き換え 
 
出典の記載 

   表４－１－２ 表4-1-2 NICU（新生児集中治療管理室）の病床数 
 
 

表 4-2  NICU（新生児集中治療管理室）の病床数 
 
（保健所調べ：平成 22 年 3 月 1 日現在） 

表番号を訂正するととも
に、出典を記載 
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   表４－１－３ 表 4-1-3 県コロニー中央病院の新生児入院患者数 
 
 

入院患者数(実数)
        人 

平成14年度 503 

平成15年度 454 
平成16年度 478 
平成17年度 390 
平成18年度 406 
平成19年度 355 
平成20年度 333 

   （保健所調べ） 

表 4-3 県コロニー中央病院の新生児入院患者数 
 
 

入院患者数(実数)
        人 

平成17年度 387 
平成18年度 405 
平成19年度 353 
平成20年度 329 
平成21年度 313 

（保健所調べ） 

表番号を訂正するととも
に、掲載年度を 17年度から
にする。 
 
確定数値に置き換え 

42 第 5章 
小児医療体制 
 ２ 小児救急医療体 
   制 

（現状） 
○ 救命救急センターとして小牧市民病院が指定されています。 

（現状） 
○ 救命救急センターとして小牧市民病院が指定されています。（平成 22年 6月

1日現在） 

時点を記載 

（現状） 
○ 平成20年10月１日現在における医療圏内の病院数は24施設で、厚生連愛北病
院と厚生連昭和病院が統合され厚生連江南厚生病院として新しく開院したこと
から平成17年に比べ１病院の減となっています。（表6-1-1） 

（現状） 
○ 平成 21 年 10 月１日現在における医療圏内の病院数は 24 施設で、平成 20 年
5 月に厚生連愛北病院と厚生連昭和病院が統合され厚生連江南厚生病院として新
しく開院したことから平成 17 年に比べ１病院の減となっています。（表 6-1） 

引用データの更新に伴う字
句の整理 
 
表番号の訂正 

45 第６章 
在宅医療の提供体
制の整備の推進対
策 
１ 病院、診療所、歯

科診療所の状況 
（現状） 
○ 診療所は451施設であり、平成17年から20年までの3年間で10施設が増加、歯
科診療所は334施設であり、同3年間で20施設が減少しました。大半の診療所や歯
科診療所が疾病予防から疾病管理に至るプライマリ・ケアの役割を担っていま
す。（表6-1-2） 

（現状） 
○ 診療所は 450 施設であり、平成 17 年から 21 年までの 4 年間で 9 施設が増加、
歯科診療所は 336 施設であり、同 4 年間で 18 施設が減少しました。大半の診療所
や歯科診療所が疾病予防から疾病管理に至るプライマリ・ケアの役割を担ってい
ます。（表 6-2） 

引用データの更新 
 
表番号の訂正 
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（現状） 
○ 在宅医療サービス実施状況は、医療保険によるサービスと介護保険によるサ
ービスに別れ、サービス区分毎に、病院、診療所、薬局で実施しています。（表
6-1-3）（表 6-1-4）（表 6-1-5） 

 

（現状） 
○ 在宅医療サービス実施状況は、医療保険によるサービスと介護保険によるサ
ービスに別れ、サービス区分毎に、病院、診療所、薬局で実施しています。（表
6-3）（表 6-4）（表 6-5） 

 

 ２ 在宅医療提供状 
   況 

（現状） 
○ 24時間体制で往診に対応する在宅療養支援診療所は、医療を必要とする高齢
者が地域で安心して生活するために欠かせないものであり、平成21年7月1日現
在における尾張北部医療圏における設置状況は医科52施設、歯科15施設の計6
7施設あります。（表6-1-6） 

（現状） 
○ 24 時間体制で往診に対応する在宅療養支援診療所は、医療を必要とする高齢
者が地域で安心して生活するために欠かせないものであり、平成 21 年 7 月 1 日
現在における尾張北部医療圏における設置状況は医科 52 施設、歯科 15 施設の
計 67 施設あります。（表 6-6） 

表番号の訂正 

今後の方策 ○ 高齢化に伴い、療養患者の増加が見込まれるので、在宅での受け入れ体制の
整備を充実していきます。 

○ 高齢化に伴い、療養患者の増加が見込まれるので、在宅での受け入れ体制を
充実していきます。 

表現の修正 

  表６－１－１ 表6-1-1 病院の推移 
病床内訳 区分 病院数 病床数 

(人口万対) 一般･療養（人口万対） 
平成20年 24 5,683（77.7） 4,328（59.2）  

表6-1 病院の推移 
病床内訳 区分 病院数 病床数 

(人口万対) 一般･療養（人口万対） 
平成21年 24 5,683（77.6） 4,328（59.1）  

表番号の訂正及び引用デー
タの更新 
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表６－１－２ 表6-1-2 診療所・歯科診療所の推移 
診療所 
有床 

区分 
診療所数 
（人口万対） 診療所数 病床数 

（人口万対） 

無床 
診療所数 

歯科診療所数 
 
（人口万対） 

平成20年 451(6.2) 67 840(11.5) 384 334(4.6)  

表6-2 診療所・歯科診療所の推移 
診療所 
有床 

区分 
診療所数 
（人口万対） 診療所数 病床数 

（人口万対） 

無床 
診療所数 

歯科診療所数 
 
（人口万対） 

平成21年 450(6.1) 63 776(10.6) 387 336(4.6) 
 
 

表番号の訂正及び引用デー
タの更新 

表６－１－３ 表6-1-3 在宅医療サービスの実施状況 表6-3 在宅医療サービスの実施状況 （単位:箇所（右欄は％）） 表番号の訂正及び単位の記
載 

表６－１－４ 表6-1-4 薬学管理料（在宅患者訪問薬剤管理指導料）対象薬局 表6-4 薬学管理料（在宅患者訪問薬剤管理指導料）対象薬局 表番号の訂正 
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表６－１－５ 表6-1-5 病院・診療所の在宅医療サービス実施状況 表6-5 病院・診療所の在宅医療サービス実施状況 表番号の訂正 

48 表６－１－６ 表6-1-6 在宅療養支援診療所（医科･歯科）の設置状況 表6-6 在宅療養支援診療所（医科･歯科）の設置状況 表番号の訂正 

49 第 7章 
病診連携等推進対
策 
２ 具体的対応状況 

（現状） 
○ 愛知県医療機能情報公表システム（平成 2１年度調査）によると、地域連携
体制に関する窓口を実施している医療機関は、当圏域 24病院のうちで 15病院
あり、県の平均より多くみられます。（表 7-1-1） 

 

（現状） 
○ 愛知県医療機能情報公表システム（平成 22年度調査）によると、地域連携体
制に関する窓口を実施している医療機関は、当医療圏 24病院のうちで 17病院
あり、県の平均より多くみられます。（表 7-1） 

 

（現状） 
引用データの更新 
表番号の訂正 
 
 

50 表７－１－１  
表7-1-1 病診連携に取組んでいる病院 
圏域 病院数(a) 地域医療連携体

制に関する窓口
を実施している
病院数(b) 

割合 
（b/a） 

尾張北部 24 15 62.5% 
県 334 189 56.6% 
資料：愛知県医療機能情報公表システム（平成21年度） 
   病院数は平成20年10月1日現在 

 
表7-1 病診連携に取組んでいる病院 
圏域 病院数(a) 地域医療連携体

制に関する窓口
を実施している
病院数(b) 

割合 
（b/a） 

尾張北部 24 17 70.8% 
県 332 199 59.9% 
資料：愛知県医療機能情報公表システム（平成22年度） 
   病院数は平成 21年 10月 1日現在 

表番号の訂正 
引用データの更新 
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(現状） 
○ 平成18年から、県内全市町村において地域包括支援センターが設置され、予

防給付、地域支援事業が実施されております。 
平成21年10月1日現在の地域包括支援センター数は21となっています。（17

ページ 表2-2-5） 

(現状) 
○ 平成18年から、県内全市町村において地域包括支援センターが設置され、予

防給付、地域支援事業が実施されております。 
平成22年4月1日現在の地域包括支援センター数は21となっています。（表

2-2-5） 

 
引用ページ数の削除 
 
時点の修正 
 

第 8章 51 
高齢者保健医療福
祉対策 
１ 介護保険対策 

（現状） （現状） 表番号の訂正 
○ 慢性期疾病の治療及びリハビリテーションは、介護療養型医療施設、介護老
人保健施設等で実施されています。（表8-1-1）

○ 慢性期疾病の治療及びリハビリテーションは、介護療養型医療施設、介護老
人保健施設等で実施されています。（表8-1）  

（現状） 表番号の訂正 （現状） 
○ 介護保険施設の整備については、各市町において整備目標に対して整備を進
めています。（表 8-2）

○ 介護保険施設の整備については、各市町において整備目標に対して整備を進
めています。（表8-1-2）  

(課題) (課題)  
字句の修正 ○ 地域包括センターは、介護予防の中核的機関であり、包括的支援事業（介護

予防ケアマネジメント、総合相談支援、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメ
ント支援）等を適切に実施する必要があります。 

○ 地域包括支援センターは、介護予防の中核的機関であり、包括的支援事業（介
護予防ケアマネジメント、総合相談支援、権利擁護、包括的・継続的ケアマネ
ジメント支援）等を適切に実施する必要があります。 

 
 

○ 介護保険施設の整備については、第４期（平成21年度から平成23年度まで）
介護保険事業計画に基づき、着実に計画的に整備していく必要があります。 

○ 介護保険施設の整備については、介護保険事業計画に基づき、計画的に整備
していく必要があります。 

医療計画の計画期間が今後
5年であり、その間に高齢者
保健福祉計画が第 5 期に移
行することから表現を改め
る。 

 ２ 認知症高齢者対 (現状) (現状) 表番号の訂正 
   策 ○ 老年人口の増加に伴い、寝たきりや認知症等の要介護老人の増加は避けられ

ないため、各市町では、健康教育等の予防対策や認知症サポーターの養成等を
しています。（表8-1-3）

○ 老年人口の増加に伴い、寝たきりや認知症等の要介護老人の増加は避けられ
ないため、各市町では、健康教育等の予防対策や認知症サポーターの養成等を
しています。（表 8-3）  

字句の修正   今後の方策 51 ○ 高齢者保健医療福祉対策については、高齢者が健康で生きがいを持ち安心し
て暮らせる社会の実現を図るため、県高齢者保健福祉計画等

○ 高齢者保健医療福祉対策については、高齢者が健康で生きがいを持ち安心し
て暮らせる社会の実現を図るため、愛知県高齢者保健医療福祉計画に基づき着
実な推進を図ります。 

に基づき着実な推進
を図ります。 

  表８－１－１ 表8-1-1 老人保健福祉施設一覧 表 8-1 老人福祉施設一覧
 
春日井市 有料老人ホーム(住宅) 0 
江南市  特別養護老人ホーム  4 
     有料老人ホーム(住宅) 1 
合計   特別養護老人ホーム 19 
     有料老人ホーム    9 
 
資料：尾張福祉相談センター地域福祉課調査 （平成21年3月31日現在） 

 表番号及び表題の訂正 
 
春日井市 有料老人ホーム(住宅) 2 
江南市  特別養護老人ホーム  5 
     有料老人ホーム(住宅) 0 
合計   特別養護老人ホーム  20 
     有料老人ホーム    10 
 
資料：尾張福祉相談センター地域福祉課調査 （平成 22年 3月 31日現在） 

 
引用データの更新 
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  表８－１－２ 表8-1-2 介護保険施設の整備目標及び整備状況 表 8-2
   ○ 介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設  

介護老人福祉施設 介護老人保健施設 
介護療養型 
医療施設 

整備状況 整備状況 整備状況 

 
 
市町名 
 

整備目標 
（平成 2 3 年
度） 
（人） 

施
設
数 

入所 
定員 

整備目標 
（平成 2 3 年
度） 
（人） 

施
設
数 

入所 
定員 

施
設
数 

入所 
定員 

 
春 日 井
市 

 
 820 

 
6 

 
 617 

 
 507 

 
5 

 
511 

 
3 

 
43 

 介護保険施設の整備目標及び整備状況 表番号の訂正 
 介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設  
表の修正 介護老人福祉施

設 
介護老人保健施
設 

介護療養型医療
施設 

 
 
 
 施設数 

入所 
定員 
(人) 

施設数 
入所 
定員 
(人) 

施設数 
入所 
定員 
(人) 

平成23年度整備
目標 
（必要入所定員総
数）※１ 

― 1,996 ― 1,461 ― 0

（整備目標数は県高齢者保
健福祉計画においては圏域
全体の必要入所定員総数の
みを定めているため、各市
町毎の整備目標数は削除す
る。） 

  
 
 市 町 名 整   備   状   況 ※２ 

10／12 
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小牧市 

 
 325 

  
4 

 
 360 

 
 176 

 
2 

 
200 

 
1 

 
14 

 
犬山市 

 
203 

 
2 

 
 243 

 
 131 

 
2 

 
170 

 
1 

 
6 

 
江南市 

 
 298 

 
5 

 
 350 

 
 314 

 
1 

 
158 

 
1 

 
14 

 
岩倉市 

 
 88 

 
1 

 
 80 

 
 149 

 
1 

 
98 

 
1 

 
6 

 
大口町 

 
 65 

 
1 

 
 80 

 
 36 

 
1 

 
118 

 
0 

 
0 

 
扶桑町 

 
  88 

 
1 

 
 80 

 
 94 

 
1 

 
86 

 
1 

 
6 

 
合 計 

1,887 20 1,810 1,407 
1
4 

1,341 8 89 

 資料：尾張福祉相談センター地域福祉課調査（平成22年3月1日現在） 

 
春日井市 

 
 6 

 
 617 

 
 5 

 
511 

 
3 

 
43 

 
小 牧 市 

  
 4 

 
 360 

 
 2 

 
200 

 
1 

 
14 

 
犬 山 市 

 
 2 

 
 243 

 
 2 

 
170 

 
1 

 
6 

 
江 南 市 

 
5 

 
 350 

 
 1 

 
158 

 
1 

 
14 

 
岩 倉 市 

 
 1 

 
 80 

 
 1 

 
98 

 
1 

 
6 

 
大 口 町 

 
 1 

 
 80 

 
 1 

 
118 

 
0 

 
0 

 
扶 桑 町 

 
 1 

 
 80 

 
 1 

 
86 

 
1 

 
6 

 
合   計 

20 1,810 13 1,341 8 89 

 資料：尾張福祉相談センター地域福祉課調査（平成 22年 3月 31日現在） 
    ※１ 平成 23年度整備目標数は「第 4期県高齢者保健福祉計画」による。 
    ※２ 既開設分のみを計上し、整備することを承認されたが未開設（増

設含む）の分は含まず。 

 
 
時点の修正 
 
 
注釈の追加 

53   表８－１－３ 表8-1-3 認知症サポーター養成数 
                       （平成 21年 5月 31日現在）

1  
市 町 名 

サポーター講
座 

開催回数 

メイト数 
（※１) 

サポーター数 
（※２) 

メイト＋ 
サポーター数 
（※１) ＋（※

２) 
春日井市 34 20 1,061 1,081 

小牧市 8 21   487   508 

犬山市 9 11   290   301 

江南市 15 11   378   389 

岩倉市 32 26 1,135 1,161 

大口町 12  4   690   694 

扶桑町 -  5 -     5 

圏域計 110 98 4,041 4,139 

 
資料：全国キャラバン・メイト連絡協議会報告 

表 8-3 認知症サポーター養成数 
                       （平成 22年 3月 31日現在） 

1  
市 町 名 

サポーター講
座 

開催回数 

メイト数 
（※１) 

サポーター数 
（※２) 

メイト＋ 
サポーター数 
（※１) ＋（※

２) 
春日井市 63 26 2,005 2,031 

小牧市 60 32 1,939 1,971 

犬山市 28 15   805   820 

江南市 45 18 1,267 1,285 

岩倉市 45 47 1,610 1,657 

大口町 14  8   767   775 

扶桑町 9  8   228   236 

圏域計 264 154 8,621 8,775 

 
資料：全国キャラバン・メイト連絡協議会報告 

表番号の訂正 
引用データの更新 

（現状） 
○ ライフステージの開始時期として、妊産婦に対する歯科健康診査は全市町で
行っていますが、中でも犬山市は妊婦、産婦両方の歯科健診を実施しています。
また、健康教育の参加率は県平均より低い状況です。（表9-1-1） 
 

（現状） 
○ ライフステージの開始時期として、妊産婦に対する歯科健康診査は全市町で
行っていますが、健康教育の参加率は県平均より低い状況です。（表9-1） 
 

○ 犬山市は妊婦、産婦両方の歯科健診を実施しています。 

犬山市の状況は別文章とす
る。 

54 第 9章 
歯科保健医療対策 
 １ 歯科保健対策 

（現状） 
○の2つ目、3つ目、4つ目における各文章中の表番号 

(修正前)9-1-2、9-1-3、9-1-4 

（現状） 
○○の2つ目、3つ目、4つ目における文章中の表番号 

（修正後）9-2、9-3、9-4 

表番号の訂正 

H22.7.30 差し替え 



資 料 ２ 

12／12 

 ２ 歯科保健医療対
策について 

（現状） 
○ 専門的な口腔ケアをかかりつけ歯科医で行うことが、歯科疾患を予防するた
めには効果的ですが、かかりつけ歯科医を持っている人は50.6%となっていま
す。(平成16年度生活習慣関連調査) 

 

（現状） 
○ 専門的な口腔ケアをかかりつけ歯科医で行うことが、歯科疾患を予防するた
めには効果的ですが、かかりつけ歯科医を持っている人は44.7%となっていま
す。(平成21年度生活習慣関連調査) 

引用データの更新 

 ３ 歯科保健情報の
収集・提供の充
実 

（現状） 
○ 母子保健事業及び成人・老人保健事業、幼児期、児童･生徒の歯科検診結果に
ついては、情報の収集及び分析の提供をしています。 

（現状） 
○ 保健所では、母子保健事業及び成人・老人保健事業、幼児期、児童･生徒の歯
科検診結果については、情報の収集及び分析の提供をしています。 

保健所の役割が分かるよう
に修正する。 

55 

表 9－１－1 表9-1-1 市町村における母子保健事業（平成20年度） 表9-1 市町村における母子保健事業（平成20年度） 表番号の訂正 
表 9－１－２ 表9-1-2 幼児のむし歯経験者率（平成20年度） 表9-2 幼児のむし歯経験者率（平成20年度） 表番号の訂正 
表 9－１－３ 表9-1-3 フッ化物洗口実施状況（平成21年3月末現在） 表9-3 フッ化物洗口実施状況（平成21年3月末現在） 表番号の訂正 

56 

表 9－１－４ 表9-1-4 市町村における健康増進法による歯科保健事業(平成20年度) 表9-4 市町村における健康増進法による歯科保健事業(平成20年度) 表番号の訂正 
57 第 10章 

薬局の機能強化と
推進対策 
 第１節 医薬分業の 

推進 

（現状） 
○ 薬局許可件数に対し麻薬小売業許可件数は、年々増加傾向にありますが、ま
だ54％程度です。 

 
 
 
 

（現状） 
○ 薬局許可件数に対し麻薬小売業許可件数は、年々増加傾向にありますが、ま
だ55％程度です。（平成21年度末現在） 

時点の記入 

59  第 2 節 医薬分業の
推進対策 

表10-2-1 医薬分業率の推移 
 圏 域 愛知県  全 国 
平成12年度 29.2 31.5 39.5 
平成13年度 34.3 39.5 44.5 
平成14年度 38.8 40.5 48.8 
平成15年度 40.2 41.9 51.6 
平成16年度 45.5 46.8 52.6 
平成17年度 48.6 48.5 54.1 
平成18年度 53.7 51.4 55.8 
平成19年度 55.5 53.2 57.2 
平成20年度 56.3 53.7    

資料：平成21年3月 社会保険支払基金調べ。但し、「全国」については、日本薬
剤師会調べ。 

表10-2-1 医薬分業率の推移 
 圏 域 愛知県  全 国 
平成17年度 48.6 48.5 54.1 
平成18年度 53.7 51.4 55.8 
平成19年度 55.5 53.2 57.2 
平成20年度 56.3 53.7 59.1 
平成21年度 58.6 55.2 62.1 

資料：平成 22年 3月 社会保険支払基金調べ。但し、「全国」については、日本
薬剤師会調べ。（平成 21年度の「全国」は平成 22年 1月調剤分） 

 
 
 
 

掲載年度を17年度からとす
る。 
 
データの更新 

本文中に代替調剤に関する
記載がないため削除する。

（削除） 

ジェネリック医薬品とは有効成分及び効果は新薬（先発医薬品）と同じですが、

60    用語の解説 ○代替調剤 
 医師が医薬品の変更を認めた処方せんについて、薬剤師が患者の同意を経て処
方された医薬品と同一成分の薬(ジェネリック医薬品)に変更して調剤すること。

新薬の特許期間満了後に臨床試験等を省略して承認されるため、より安価な医
薬品で後発医薬品ともいう。 

H22.7.30 差し替え 

 


